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第三者割当による行使価額修正条項付第４回新株予約権 

（行使指定・停止指定条項付、「サステナブル FITs」）の発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2021年４月 12日（以下「発行決議日」という。）開催の取締役会決議に基づく第三者割当による第

４回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行に関し、2021年４月 16日（以下「条件決定日」とい

う。）付の取締役会において発行条件等を決議いたしましたので、2021年４月 12日に公表した本新株予約権の

発行に関し、未確定でありました情報につき、お知らせいたします。なお、本新株予約権の発行に関する詳細

は、2021 年４月 12 日付当社プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第４回新株予約権（行使

指定・停止指定条項付、「サステナブル FITs」）の発行に関するお知らせ」（以下「発行決議時プレスリリース」

という。）をご参照下さい。 

 

１．決定された発行条件の概要 

当社は、本日、下記の表に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含め、別紙として添

付されている本新株予約権の発行要項記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。 

（１） 発 行 価 額 新株予約権１個につき金 874円（総額 83,904,000円） 

（２） 資 金 調 達 の 額 

( 差 引 手 取 概 算 額 ) 
28,868,904,000円（注） 

（３） 行 使 価 額 及 び 

行 使 価 額 の 修 正 条 件 

当初の行使価額 3,000円（条件決定日の直前取引日の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値） 

行使価額は、2021年５月７日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が

行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値と

し、以下「東証終値」という。）の 92％に相当する金額に修正されます。

ただし、修正後の価額が下限行使価額（以下に定義する。以下同じ。）

を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額としま

す。 

下限行使価額は、2,202円（発行決議日の直前取引日の東証終値の 70％

に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額）です。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。

なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初の行使価額で全ての本新株

予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額は行使価額の水準により
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増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当

社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。 

 

２．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

28,883,904,000 15,000,000 28,868,904,000 

（注）１．払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を

合算した金額であります。 

２．払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額

です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の

合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われな

い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用、資金使途に対する第三者評価

機関の評価費用及びその他事務費用（有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記

費用等）の合計であります。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 28,868,904,000円につきましては、発行決議時プレスリリースの「２．募集の目的

及び理由 （１）資金調達の主な目的」に記載しております、中期的な視野に立った成長投資のための資金

として、下記のとおり、①A-Traction社、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及び Rev1社の株

式又は持分取得（子会社化）のための資金、②研究開発体制の拡充のための設備投資資金並びに③将来の

M&A及び資本・業務提携等のための資金へ充当する予定であります。 

 

具体的な使途 
金額 

(百万円) 
支出予定時期 

① A-Traction社、Kardia社、Pathways 

Medical Corporation社及び Rev1社の株式

又は持分取得（子会社化）のための資金 

14,300 2021年５月～2024年５月 

② 研究開発体制の拡充のための設備投資資

金 
8,300 2021年５月～2024年５月 

③ 将来の M&A及び資本・業務提携等のための

資金 
6,268 2021年５月～2024年５月 

合計 28,868 － 

（注）１．本新株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により、実際の調達金額が上記支出予定金

額に満たない場合には、上記③に充当する予定金額を減額し、不足分を銀行借り入れにより充当す

る予定であります。なお、本新株予約権の行使期間における株価推移により上記の使途に充当する

支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、上記③に充当する予定であります。 

２．当社は、本新株予約権の払込み及び行使により調達した資金を、今回のエクイティ・ファイナンス

用に開設された口座において管理することとしております。当該資金はすみやかに支出する計画で

ありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定で



この文書は、当社の第４回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。 

 

3 

 

あります。 

３．上記具体的な使途につき、優先順位はございません。支出時期の早いものより充当する予定であり

ます。 

 

上記各資金使途に関する詳細は以下のとおりです。 

 

① A-Traction社、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及び Rev1社の株式又は持分取得（子会

社化）のための資金 

当社グループは、2018年６月に策定した中期経営計画「ASAHI Road to 1000」において、既存事業

の収益力強化と新規事業の創出を今後の成長戦略の重点施策としております。既存事業の収益力強化

においては、グローバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大を主なテーマとし、メディカル

事業におけるさらなるシェア拡大及び各地域における販売体制の強化を目指しております。また、新

規事業の創出においては、当社の高い技術力の強化による消化器分野・ロボティクス分野・脳血管系

分野などの新領域への進出を目指しています。こうした重点施策の推進のためには、より積極的に技

術提携、M&A、少数株主投資などを駆使し、外部からの新技術導入を含め、有力パートナーとの戦略的

提携が必要と考えております。 

こうした方針のもと、2021年３月 11日に腹腔鏡手術支援ロボットの開発を行う A-Traction社の株

式を取得し、連結子会社化することについて決議し、発行決議日付で、現地販売代理店となるイタリ

アの Kardia社、ガイドワイヤーなどの表面に形成が可能な電気配線に関する独自の技術を保持するア

メリカの Pathways Medical Corporation社、医療機器の設計開発支援を行うアメリカの Rev1社の計

３社について、各社の株式又は持分を取得し、連結子会社化することについて検討するため、株式又

は持分取得に関する基本合意書を締結することを決議しております。これらの株式又は持分取得のた

めの資金として、A-Traction社に約 35億円、Kardia社に約 46億円、Pathways Medical Corporation

社に約 32億円、Rev1社に約 29億円、合計で約 143億円を充当することを予定しております。イタリ

アのPCI治療を牽引する役割を果たしているKardia社の持分取得により当社グループの直販化を推進

することで、Kardia社が長きに亘り培ってきた医師からの高い信頼と当社グループの高い製品競争力

が融合し、より価値の高いマーケティングやサービスの提供が可能になると考えております。また、

Rev1社の株式取得により、Rev1社の医療機器設計開発ノウハウが当社グループに取り込まれ、カテー

テル等の開発強化に繋がることや、当社グループの製造拠点の活用により、設計開発から試作までの

受託から、製造に至るまで受託できる範囲の拡大が見込まれ、当社グループの米国市場を中心とした

OEM ビジネスの拡大が可能になると考えております。これらは、重点施策である既存事業の収益力強

化に寄与し、当社の更なる価値向上が期待できます。一方、A-Traction 社の株式取得により、

A-Traction社のロボティクス技術と当社グループの技術や医療機器分野のノウハウの融合により、腹

腔鏡手術支援ロボットの普及拡大に加え、将来的には消化器領域のみならず、他の診療領域なども含

めて、新たな画期的な医療ロボットを実現できる可能性が高まると考えられ、付加価値の向上が見込

まれます。また、Pathways Medical Corporation社の株式取得により、ガイドワイヤーの表面配線技

術という新たな技術力が当社に取り込まれ、スマートガイドワイヤーを中心としたセンサー付きのガ

イドワイヤーやカテーテルの開発強化に繋がり、これまでに無い画期的な新製品への応用展開が可能

になると考えております。これらは、重点施策である新規事業の創出に寄与し、当社の更なる価値向

上が期待できます。 

各株式又は持分取得（子会社化）の詳細については、2021 年３月 11 日付「株式会社 A-Traction

の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」、2021年４月 12日付「KARDIA S.R.Lの持分の取得（子

会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」、2021年４月 12日付「Pathways Medical Corporation

の株式の取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」及び 2021 年４月 12 日付「Rev. 

1 Engineering, Inc.の株式の取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」をご参照くださ
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い。 

 

② 研究開発体制の拡充のための設備投資資金 

当社グループは、創業時より研究開発活動を経営の重要項目の１つとして位置付けており、研究開

発型企業として、「グローバル展開に最適な研究開発・生産体制の構築」を行い、技術の最先端を走り

続けることを目標として掲げております。今後も、当社グループの Only One技術の発展と、それに伴

うお客様の Number Oneの実現を目指し、当社グループの研究開発拠点の中心であるグローバル本社・

R&Dセンター（愛知県瀬戸市）に新たな研究開発棟を建設します。これにより、既存事業領域に加え、

消化器分野・ロボティクス分野・脳血管系分野などの新規事業領域の研究開発を強化し、永続的な成

長発展のための環境を充実させていく予定であります。さらに、製品の競争力の源泉である基盤技術

及び精密加工技術の強化を目的に、当社グループの精密加工技術の開発の中心拠点である東北 R&Dセ

ンターに新たな研究開発棟を建設するとともに、現在拡張を行っている大阪 R&Dセンターの賃借土地

を取得することで、研究開発体制のさらなる拡充を目指しております。これらの資金として、合計で

約 83億円を充当することを予定しております。 

 

③ 将来の M&A及び資本・業務提携等のための資金 

当社グループは、前記「①A-Traction社、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及びRev1社

の株式又は持分取得（子会社化）のための資金」に記載のとおり、既存事業の収益力強化のためのグ

ローバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大及び新規事業創出のための主に消化器分野・ロ

ボティクス分野・脳血管系分野などの新領域への進出を重点施策として、その推進のため、より積極

的に技術提携、M&A、少数株主投資などを駆使し、外部からの新技術導入を含め、有力パートナーとの

戦略的提携が必要と考えております。 

現時点では前記「①A-Traction社、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及びRev1社の株式

又は持分取得（子会社化）のための資金」の記載の案件以外に具体的な案件はないものの、今回の資

金調達により案件発生時に機動的に支出することが可能な資金をあらかじめ確保しておくことで、時

機を逃さずにさらなる成長機会を積極的に取り込むことができると考えており、将来のM&A及び資本・

業務提携等のための資金として、約62.68億円を充当することを予定しております。今後案件が具体的

に決定された場合においては、適時適切に開示いたします。なお、将来のM&A及び資本・業務提携等に

関しては、その成立には不確実性が伴うため、上記判断基準に該当する有効な投資先が上記支出予定

時期中に存在しない可能性があります。上記支出予定時期中に上記金額分のM&A及び資本・業務提携等

を実施しなかった場合、当該時期の経過後も引き続きM&A及び資本・業務提携等のための資金に充当す

る予定であります。そのような場合も決定次第、適時適切にその旨を開示いたします。 

 

３．発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行決議日付で、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及び Rev1社の

株式又は持分取得（子会社化）に関する基本合意書の締結を行った旨並びに当社グローバル本社・R&D セ

ンター（愛知県瀬戸市）の敷地内に、新社屋（研究開発拠点の拡充など）を建設することを決議した旨を

それぞれ公表しております。当社は、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、

かかる公表に伴う株価への影響の織り込みのため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決

定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定

しました。 

上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定するた

め、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもっ

て締結予定の買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株

式会社赤坂国際会計（東京都港区元赤坂一丁目１番８号 代表取締役 黒崎知岳）（以下「赤坂国際会計」
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という。）に依頼いたしました。赤坂国際会計は、両時点の本新株予約権の価値について、権利行使期間、

権利行使価額、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価

値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を

実施しております。価値評価にあたっては、主に当社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動、株式

保有動向、並びに株式処分コストに関する一定の前提条件（当社が継続的に行使指定を行うこと、当社か

らの通知による取得が行われないこと、割当予定先は当社からの行使指定に応じて市場出来高の一定割合

の範囲内ですみやかに権利行使及び売却を実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に当社

がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコスト

が発生すること等。）を設定の上、実施しております。当社は、当該評価を参考にして、発行決議日時点

の本新株予約権１個あたりの払込金額として、発行決議日時点における評価結果と同額である金 874 円と

決定しました。また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で 2021年４月 16日を条件決定日とし、条件決定

日時点において想定される本新株予約権１個あたりの払込金額を、条件決定日時点における評価結果と同

額である金 834 円と決定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に

資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権１個あたりの払込金額を金 874 円と決定しました。

当社は、本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による本新株予約

権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、本新株予約権の払込金額の決定方法及

び本新株予約権の払込金額は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると考えており、本新株予約

権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。また、当社監査等委員会から、会社法上の職

責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない

旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。 

(ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要で

あると考えられ、赤坂国際会計がかかる専門知識・経験を有すると認められること 

(ⅱ) 赤坂国際会計と当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っているものでも

ないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認めら

れること 

(ⅲ) 当社取締役がそのような赤坂国際会計に対して本新株予約権の価値評価を依頼していること 

(ⅳ) 赤坂国際会計から当社実務担当者及び監査等委員への具体的な説明が行われたうえで、評価報告書

が提出されていること 

(ⅴ) 本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、赤坂国際会計の評価報告書を参考にし

つつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること 

(ⅵ) 本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣

行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏ま

えた報告が実務担当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になされていること 
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（別紙） 

朝日インテック株式会社第 4回新株予約権発行要項 

朝日インテック株式会社第 4回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行要項は以下のとおりとす

る。 

 

1. 新株予約権の総数 96,000個 

2. 振替新株予約権 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債

等振替法」という。）第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ

ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164条第 2項に定める場合

を除き、新株予約権証券を発行することができない。 

3. 新 株 予 約 権 

の目的である株式

の 種 類 及 び 数 

 

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 9,600,000 株と

する（本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数（以下「交付株式数」と

いう。）は、100株とする。）。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式

数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付

株式数に応じて調整されるものとする。 

(2)当社が第 6項の規定に従って行使価額（第 4項第(1)号に定義する。以下同じ。）

の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。 

               調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

    調整後交付株式数＝ 

                     調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 6項に定める調整前

行使価額及び調整後行使価額とする。 

(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数はこれを切り捨てるものとす

る。 

(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 6 項第(2)号、第(4)号及

び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用す

る日と同日とする。 

(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに

その事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要

な事項を本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）

に通知する。ただし、第 6項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記

の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

4. 新株予約権の行使  

に際して出資され

る 財 産 の 価 額 

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権 1 個の

行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式

1株あたりの金銭の額（以下「行使価額」という。）に交付株式数を乗じた金額

とするが、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる

ものとする。 

(2)行使価額は、当初 3,000 円とする。ただし、行使価額は、第 5 項又は第 6 項に

従い、修正又は調整されることがある。 

5. 行使価額の修正 (1)2021年 5月 7日以降、第 14項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の通

知が行われた日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に
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終値がない場合には、その直前の終値）の 92％に相当する金額の 1円未満の端

数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有

効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修

正日以降、当該修正日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行

使価額」という。）。 

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 2,202円（ただし、第 6項第(1)

号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下回る

場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、第 14 項第(2)号に定める

払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。 

6. 行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算

式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

  交付普通株式数×1株あたりの払込金額 

 既発行普通株式数＋                    

  時    価 

調整後行使価額＝調整前行使価額×                              

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

  (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整

後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

①時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当

社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得

請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券

若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当

該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以

下「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又

は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。た

だし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第

(3)号⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあ

るものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価

をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当

ての場合を含む。） 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付
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株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交

付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株

式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は

無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日

以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の

対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整

後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の

全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付さ

れることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社

普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用

する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に

関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合

には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第(3)号⑥に定

義する。以下同じ。）が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数（本項第(3)

号③に定義する。以下同じ。）を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該

超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価

額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株

式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株あたりの対価（本

⑤において「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本号又は本項第

(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等

が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等

修正日」という。）における時価を下回る価額になる場合 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価

額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修

正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条

件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株

式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の

規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを

適用する。 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の

調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に

残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転

換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの

完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普
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通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を

行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準

用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

なお、1 か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整

後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについ

て、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日

以降これを適用する。 

⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の

株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、

本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日

以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで

に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、

当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については第 19項

第(2)号の規定を準用する。 

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

   株式数 ＝                                               
調 整 後 行 使 価 額 

 

  この場合に 1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整

は行わない。 

⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場

合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権

利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小

数第 2位を切り捨てる。 

②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適

用する日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に

始まる 30 取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平

均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未

満小数第 2位まで算出し、その小数第 2位を切り捨てる。 

③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普

通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合は

その日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用

する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日におけ

る当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第

(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式の

うち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。 

④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交

付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加

した当社普通株式の数を含まないものとする。 

⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(2)

号③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合
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には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、そ

の取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭

その他の財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又

は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使

価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における 1 株あたりの払

込金額とする。 

⑥本項第(2)号において｢完全希薄化後普通株式数｣とは、調整後行使価額を適用

する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日にお

ける当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)（本項第(2)号④においては）

当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式

数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の

株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して

「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない

当社普通株式の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに

交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)（本項第(2)

号⑤においては）当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づ

き「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていな

い当社普通株式の株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求

権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未

だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に

残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転

換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数

を加えるものとする。 

(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場

合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸

収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社

が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使

価額の調整を必要とするとき。 

②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を

必要とするとき。 

③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。 

④行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影

響を考慮する必要があるとき。 

(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する

日が第 5項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必

要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、

かかる調整を行うものとする｡ 

(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらか

じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及び

その適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第

(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない
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ときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

7. 新 株 予 約 権 の 

行 使 可 能 期 間 

2021年 5月 7日から 2024年 5月 7日までの期間（以下「行使可能期間」という。）

とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日（機

構（第 16 項に定義する。以下同じ。）の休業日等でない日をいう。）並びに機構が

必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。 

8. 新株予約権の行使

により株式を発行

する場合における

増加する資本金 

及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じ

た金額とし、計算の結果 1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるも

のとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の

額を減じた額とする。 

9. 新 株 予 約 権 の 

取 得 条 項 

(1)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後 15取引日

を超えない日に定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日

において、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を

取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予

約権 1 個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を

消却するものとする。 

(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若し

くは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決

議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取

得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権

1 個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得す

る。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(3)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しく

は整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定

された日又は上場廃止が決定した日から 2 週間後の日（機構の休業日等である

場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権を取得するのと引換えに

当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権 1 個あたり払込金額と

同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した

本新株予約権を消却するものとする。 

(4)本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当

社取締役会で定める取得日の 2 週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者

に通知する。 

10. 各 新 株 予 約 権 

の 払 込 金 額 

本新株予約権 1個あたり 874円 

11. 新 株 予 約 権 

の 払 込 総 額 

83,904,000円とする。 

12. 新 株 予 約 権 の 

割 当 日 

2021年 5月 6日 

13. 新 株 予 約 権 の 

払 込 期 日 

2021年 5月 6日 

14. 新 株 予 約 権 の 

行 使 請 求 及 び 

払 込 の 方 法 

(1)本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関（社債等振替法第 2条第 4項

に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行

い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われ

ることにより行われる。 
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(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関

を通じて現金にて第 18 項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の

当社の指定する口座に払い込むものとする。 

(3)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

15. 新 株 予 約 権 の 

行 使 の 条 件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。） 

17. 新 株 予 約 権 の 

行使請求受付場所 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

 

18. 新 株 予 約 権 の 

行 使 に 関 す る 

払 込 取 扱 場 所 

株式会社みずほ銀行 名古屋駅前支店 

 

19. 新株予約権行使の

効力発生時期等 

(1)本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が第 17項に記載

の行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生

する。 

(2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の 2 銀行営業日後の日に

振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付す

る。 

20. 単元株式数の定め

の廃止等に伴う 

取 扱 い 

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置

が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

21. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割り当てる。 

22. 申 込 期 間 2021年 5月 6日 

23. 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

24. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式

の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結

果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を金 874 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は第 4項記載のとおりとし、行使価額は当初、2021年 4月 15日の東証における当社

普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。 

 

 


